
2025 年 2月 19 日 

 

会社法第 782 条第 1項に規定する事前備置書類 

 

 

京都市下京区西七条東久保町 55 番地 

第一工業製薬株式会社 

代表取締役 山路 直貴 

 

当社は、2025 年 4月 1日を効力発生日として、四日市合成株式会社（以下「承継会社」といい

ます。）を吸収分割承継会社、当社を吸収分割会社として、当社の特殊ポリエーテル及び関連材

料事業を承継会社に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）をすることにいた

しました。 

会社法第 782 条第 1項及び会社法施行規則第 183 条の規定により、当社本店に備え置くことと

されている吸収分割契約の内容その他法務省令で定める事項は、下記のとおりです。 

 

記 

 

1. 吸収分割契約の内容（会社法第 782 条第 1項第 2号） 

別紙 1のとおりです。 

 

2. 会社法第 758 条第 4号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（会社法施行規則

第 183 条第 1号イ） 

当社は、本吸収分割に際して、承継会社から分割対価の交付を受けません。 

承継会社は当社の完全子会社であることから、これを相当であると判断いたしました。 

 

3. 吸収分割承継会社についての次に掲げる事項 

(1) 吸収分割承継会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規則第 183 条第 4

号イ） 

別紙 2のとおりです。 

 

(2) 吸収分割承継会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があ

るときは、当該臨時計算書類等の内容（会社法施行規則第 183 条第 4号ロ） 

該当事項はありません。 

 



(3) 吸収分割承継会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負

担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（会社

法施行規則第 183 条第 4号ハ） 

該当事項はありません。 

 

4. 吸収分割会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他

の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（会社法施行規則第

183 条第 5号イ） 

吸収分割 

当社は、2025 年 1月 27 日付で、2025 年 4月 1日を効力発生日とし、当社を吸収分割承継

会社、ゲンブ株式会社を吸収分割会社として、ゲンブ株式会社の「産業用、業務用脱臭剤

および関連材料」事業を当社に承継させる吸収分割契約を締結しております。 

 

5. 吸収分割が効力を生ずる日以後における当社及び吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに

関する事項（会社法施行規則第 183 条第 6号） 

（1）当社の債務の履行の見込みについて 

本吸収分割の効力発生日以降における当社の資産の額は、その負債の額を十分に上回る

ことが見込まれます。また、本吸収分割後の当社の収益状況及びキャッシュ・フローの

状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測され

ておりません。従いまして、本吸収分割の効力発生日以後における当社の債務について

履行の見込みがあると判断いたします。 

 

（2）吸収分割承継会社の債務の履行の見込みについて 

本吸収分割の効力発生日以降における承継会社の資産の額は、その負債の額を十分に上

回ることが見込まれます。また、本吸収分割後の承継会社の収益状況及びキャッシュ・

フローの状況について、承継会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のと

ころ予測されておりません。従いまして、本吸収分割の効力発生日以後における承継会

社の債務について履行の見込みがあると判断いたします。 

 

 

以 上 



別紙 1 

 

吸収分割契約 





 

 

 

 

 



 



 





別紙 2  

 

吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 
















